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平成 28 年、障害の有無に関わらず、安心して暮らせる共

生社会の実現をめざし障害者差別解消法が施行されました。

和歌山市では、障害のある方が住み慣れた地域で安心して

暮らし、働くことができるよう取組を進めています。今回は、

障害のある方の就労支援の施策について紹介します。
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和歌山市障害者雇用促進事業

■ 就労移行支援事業所
一般就労をめざす方が準備・訓練を行う通所型の福祉

サービス。移行支援期間は２年。

1 和歌山市障害者就労インターンシップ事業補助金
就労事業所の協力のもと、一般就労先への職場実習を

行った障害者に対し、就労事業所

を通じ、報酬として補助金を交付

します。職場実習を通して職業能

力の向上を図ります。

障害のある方の一般就労を進めるため、和歌山市では、

平成 28 年４月から次の３つの事業を実施しています。

市 HP（ID：1016281）にも詳細を記載しています。

2 職場開拓特別対策事業
和歌山市から委託を受けた障害者就業・生活支援セン

ターの職場開拓推進員が、雇用に関

するインターンシップ事業等の制度

を活用し、その人にあった職場適用

を図るなど、一般就労に関する相談・

サポートを行います。

3 和歌山市障害者雇用定着祝い金交付事業
就労継続支援 A 型または就労継続支援 B 型を６か月以

上利用した後、一般就労し、６か月継続して就労した場

合、祝い金として 10 万円を交付します。

障害者就業・生活支援センター つれもて
（美園町 5-5-3 麦の郷総合支援センター）
☎ 427-3221 / ℻ 427-3307

就業や、就業に伴う日常生活上の支援

を必要とする障害のある方に対し、ニー

ズや課題に応じて、職業準備訓練や職

業実習の斡旋、求職活動への同行、生

活面の支援などさまざまな相談に応じ

ます。

まずはご相談ください

何から始めればいいのかわからない

就職に向け受けられる支援を知りたい

職場や生活の悩みを相談したい

就職・転職活動を始めたい

紹介された事業所で働けるか試したい

ハローワーク和歌山
（美園町 5-4-7）
☎ 425-8609 / ℻ 424-3121

就職を希望する方の求職登録を行い、

障害の態様や適性、希望職種等に応じ、

職業相談や職業紹介、職場適応指導を

行います。

和歌山障害者職業センター
（太田 130-3）
☎ 472-3233 / ℻ 474-3069

就職に向けての相談、職業能力等の評

価、就職前の支援から就職後の職場適

応のための援助、職場復帰の支援等、

個々の障害状況に応じた継続的な支援

を行います。

自分に合った仕事を知りたい

専門的な職業評価や支援を受けたい

ジョブコーチの支援を受けたい

●● 市 HP のトップから関連ページを検索できます。①記事記載の ID を入力 ②表示ボタンをクリック  ●●

■ 就労継続支援事業所 B 型
雇用契約を結ばず、授産活動を行いながら工賃を受け

取る障害福祉サービス。福祉的支援が手厚く、マイペー

スに少しずつ慣れることができる。

就労継続支援事業所Ａ型で
ある社会福祉法人スミや

「和佐福祉工場」が、「労働
安全無災害 8,000 日」を達
成。昨年 12 月、尾花市長
が訪問し、表彰しました。

■ 就労継続支援事業所 A 型
障害者と雇用契約を結び、原則として最低賃金を保障

する仕組みの雇用型の障害福祉サービス。週 20 時間

以上勤務。

企業等で働く意欲がある障害のある方に対し、働

くために必要な知識と能力を高める支援を行う事

業を就労移行支援事業といい、現在、和歌山市に

は９か所の就労移行支援事業所があります。

また、通常の事業所での雇用が困難な障害のある

方へ就労の機会を提供し、生産活動やその他の活

動の機会の提供を通じて、知識や能力の向上のた

め必要な訓練を行う事業を就労継続支援事業とい

い、「A 型」「B 型」の２種類に分かれています。

市内の就労継続支援事業所は、A 型が 21 か所、B

型が 49 か所です。

この５年間で、就労移行支援事業所数は約 1.5 倍、

就労継続支援事業所数は約２倍に増えています。

和歌山市では、グループホームや就労施設の整備

を行う社会福祉法人等に対し整備費用の一部を補

助するなど、今後も障害のある方の生活・就労支

援を進めていきます。

※事業所数は平成 30 年１月１日時点のもの

問 障害者支援課 ☎435-1060、℻431-2840
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